
弁護士による
法律相談

税理士による
税務相談
宅地建物取引士による
不動産相談
行政書士による相談

司法書士による相談

社会保険労務士
による相談

就労相談

人権出張相談

人権擁護委員による
人権相談

ひとり親家庭
サポーターによる相談
行政相談委員による
行政相談

花と緑の相談 十三公園事務所 6309-0008 

広聴相談 1階10番

子育て・教育 2階25番
4809-9852

大阪法務局人権擁護部第一課
6942-1489

相談内容・相談日

サバンナ堆肥を進呈しています

市民局人権企画課（市役所4階）
6208-7489 6202-7073

大阪市地域就労支援センター
0120-939-783 

社会保険労務士事務所
4800-8125（月〜金10:00〜17:00） 

司法書士事務所
0120-676-888（月〜金9:00〜18:00） 

行政書士会相談受付
6643-9903（月〜金10:00〜16:00）

全日本不動産協会大阪府本部北支部
6373-1511（月〜金10:00〜16:00） 賃貸・売買契約や相続、名義変更など不動産に関する相談

官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続などの相談

簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談

月〜金曜  ●9:00〜17:30（祝日・年末年始を除く）

19日（火） ●14:00〜15:30

月〜金曜  ●9:00〜20:30
日・祝日    ●9:00〜17:00

（電話・ファックス・メール
でも相談可）

年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談

毎週水・木・金曜  ●9:15〜17:30（祝日・年末年始を除く）
就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談
離婚を考えている方、養育費に関する相談

第1火曜  ●13:00〜15:30
場所:社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階（小松1-12-10）

国の仕事やその手続き、サービスに対する意見・要望などの相談●14:00〜16:00（受付は15:30まで）　

就労に関する情報提供・アドバイス・相談
●9:15〜12:15（9:15～11:45は予約不要）    
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問合せ 大阪市総合コールセンター 4301-7285

4月26日（日） 9:30～13:30日 時
中央区役所（中央区久太郎町1-2-27）
阿倍野区役所（阿倍野区文の里1-1-40）

場 所

各16名（電話予約要・先着順）定 員
申 込 4月23日（木）・２４日（金） 9:30～12:00

予約  ・問合せ

人権啓発・相談センター

7830@osaka-jinken.net
6532-7830 6531-0666 

無料・要予約日曜法律相談★★

6208-8805（予約専用）

5月21日（火）4月

12日・19日・26日（火）5月

14日・21日・28日（木）5月

13日・27日（水）5月8日・22日（水）4月

20日（水）5月

27日（水）5月

15日（水）4月

13日（水）5月8日（水）4月

※5月はありません1日（水）4月

4809-9683

犯罪被害者等支援
のための総合相談

22日（水）4月 ●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜17:00 広聴相談 1階10番
ご予約は、相談日当日の9:00より
受付けます。（当日以外のご予約は
受付けておりません） 

4809-9683

※ 他 の 曜 日 に
相談できる場合
あり。応相談

11日（月）5月6日（月）4月

持ち込み

電話申込

その他

問合せ 広報 1階 10番
4809-9683

問合せ 生活環境 2階 23番 4809-9973

非常時も最新情報をお届けします。
東淀川区役所
LINE公式アカウントお友だち募集！

マタニティウェア・
ベビー服・子ども服のリユース

犬・猫を正しく飼いましょう！

東淀川区役所公式LINEアカウントでは、区役所から
行政情報を発信しています（平常時月５回程度、非常
時随時）。非常時のお知らせ・行事予定の変更や、避
難所の開設情報など、「広報ひがしよどがわ」ではカ
バーできず、テレビでもなかなか流れない地域密着の
最新情報を迅速にお知らせします。ぜひ、「お友だち登
録」をお願いします。

無料・秘密厳守

2日・9日・16日・23日（木）4月

21日・28日（火）4月

通年講座 生徒募集中
東淀川区民会館

申込・問合せ 来館又は電話 東淀川区民会館
（東淡路1-4-53 4階） 6379-0700

まだ着られるマタニティウェア、ベビー服、子ども服を回
収し、必要とされる市民の方に無料で提供します。

大阪市では、4月・10月を『犬・猫を正しく
飼う運動強調月間』と定めています。
★フンの後始末は飼い主の責任です
なるべく自宅で排泄させてから散歩に行きましょう。万が
一、散歩の途中で排泄した場合に備え、フン尿を取るため
のちり紙やペットシーツ、洗い流すための十分な水等を
携帯し、必ず飼い主が責任を持って後始末をしましょう。
★犬の放し飼いは条例で禁止されています
公共の場所等では絶対に放さないようにしてくださ
い。小さな犬でも恐怖を感じる人はいます。
★動物は最後まで愛情と責任を持って飼ってください
犬猫の引き取りは終生飼養の原則に反するため、相
当の理由がない限り、大阪市ではお断りしています。

★野良猫にエサを与えるならば
　近隣に迷惑をかけないようにしましょう
まわりに理解を得たうえで不妊・去勢手術を行い、エ
サの片付けやフンの後始末をするなど、迷惑をかけ
ないように世話をしましょう。大阪市では、所有者不
明猫（いわゆる野良猫）を原因とする生活環境被害
や無責任なエサやり行為による近隣トラブルなどの
問題解決をめざして、地域の皆さんと行政が協働し
て取り組んでいく「所有者不明猫適正管理推進事
業」を実施しています。

東北環境事業センターで回収しま
す。少量でも受け付け可能です。

ご提供いただいた衣類
を 東 北 環 境 事 業 セ ン
ターなどで展示し、必要
とされる市民の方に無料
で提供します。

いつからでも始められます。
東淀川区民会館で、新しいことはじめませんか？

教室 曜日 時間 定員 回数 料金

らくらく気功 月

13:30
～15:00

2,000円
/月20名 4回/月

Emily
脳トレ英会話 金

13:15
～14:30

8,000円
/クール15名 10回/

3カ月
14:45
～16:00

8,000円
/クール15名 10回/

3カ月

ペン習字教室 火 10:00
～12:00

3,000円
/月15名 3回/月

エンジョイヨーガ 火 14:00
～15:30

3,500円
/月40名 4回/月

書道教室 金 10:00
～12:00

3,000円
/月15名 3回/月

土曜太極拳教室 土 14:00
～15:30

3,000円
/3カ月15名 3回/月

茶道教室 火
18:00
～20:00
入室

3,300円
/月15名 2回/月

3Ｂ体操
「親子で遊ぼう」 水 10:00

～10:45
1,000円

/月15組 2回/月

お茶
やってみる！？

第1水・
第4金

18:00
～20:00
入室

3,300円
/月15名 2回/月

15:15
～16:45

2,000円
/月4回/月20名

気功体操 水 10:00
～11:30

1,500円
/月3回/月20名

3Ｂ体操
「100歳まで
動ける、歩ける」

水 11:00
～12:00

2,000円
/月4回/月20名

初歩からの
水墨画教室 木 10:00

～12:00
3,000円

/月2回/月20名

パッチワーク
教室 木 13:30

～15:30
6,000円
/3カ月2回/月20名

いやしの
ナイトヨーガ 火 19:00

～20:30
4,000円

/月4回/月40名

木曜ヨガ教室 木 10:00
～11:30

6,000円
/3カ月4回/月40名

金曜ヨガ教室 金 10:00
～11:30

500円
/1回4回/月40名

初級日本語教室 月 10:00
～11:30 15名 無料

おおむね
週1回※

【回収について】 【リユースについて】

職員がご家庭まで引き取りに伺います。

月曜～土曜の8:30～17:00
（年末年始を除く祝日も受付）

実施日時
毎月第3土曜日
10:00～12:00
13:30～16:00

提供点数
1日1回の来場で
1名につき2点まで

〈回収できるもの〉
・汚れや傷みがなく、再使用できる、
  洗濯済みのマタニティウェア・
  ベビー服・子ども服
〈回収できないもの〉
・上記以外の衣類
・ベビー用品（ベビーカー・ベビー
  ベッドなど）、おもちゃ
・汚れや傷みがあり、再使用に
  向かないもの

問合せ
東北環境事業センター
（上新庄1-2-20）

6323-3511

専門家による
各種相談日

その問題、専門家が一緒に考えます！
 ［ 4月1日～5月31日 ］
★区役所で実施 ★予約制 ★一組30分以内

※実施日についてはお問い合わせください。

～助け合い、つながりをつくります～
遠くの親戚より、近くの町会

問合せ 地域課 1階 9番 4809-9603
詳しくは
こちら

4 東淀川区  ご意見・ご要望 検 索ご意見・ご要望について 市政・区政に対するご意見・ご要望は、
区役所正面玄関に、「市政・区政へのアイデア　区長への提案・意見箱」を設置しています。

広聴相談 1階10番 4809-9683 6327-1970

ホームページバナー募集中！ 区役所ホームページに広告を
掲載しませんか？ 詳しくはこちら

東淀川区  バナー広告 検 索広報

令和2年4月  No.287


